
◇令和８年度の保険料額について 
子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規定する保険料

の徴収対象とする費用の中に「子ども・子育て支援金」分（以降、「子ども分」という）を含め

ることとされました。 

令和８年度より保険料の年額は、従来の医療保険料分（以降、「医療分」という）と「子ども

分」の合計になります。 

「医療分」、「子ども分」の額は、それぞれ被保険者全員に均等に賦課する「均等割額」と所得

に応じて賦課する「所得割額」の合計になります。 
 

保険料額（年額） ＝ 医療分 ＋ 子ども分 
 

医療分※注 1 

10 円未満切り捨て 
＝ 

均等割額 
＋ 

所得割額 

６６，３４０円 
〔総所得金額等※注３－基礎控除額※注４〕 

×１１．７０％（所得割率) 
 

子ども分※注 2 

10 円未満切り捨て 
＝ 

均等割額 
＋ 

所得割額 

１，３３９円 
〔総所得金額等※注３－基礎控除額※注４〕 

×０．２５％（所得割率) 
※注１ 「医療分」の賦課限度額は８５万円です。 

※注２ 「子ども分」の賦課限度額は２.１万円です。 

※注３ 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入－公的年金等控除額」、「給与収入－給与所得控除

額」、「事業収入－必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。また、給与所得と年金所得の

双方を有する場合は、最大で１０万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。 

※注４ 「基礎控除額」とは、合計所得金額が２，４００万円以下の場合４３万円ですが、２，４００万円を

超える場合は異なります。 

 

◇令和８年度の保険料軽減について 
〇所得の低い方への軽減 

世帯の所得状況に応じて、均等割額（医療分 66,340円、子ども分 1,339円）を軽減します。 

令和８年度は、均等割額（医療分）の７割軽減（本則）が特例により７.２割軽減になります。 

ただし、同一世帯※注５内の被保険者及び世帯主に所得が不明な方がいる場合、軽減されません。 

対象者の所得要件 

同一世帯※注５内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額※注６の合計額 

軽減割合 

（軽減後の均等割額の年額） 

本則 令和 8 年度 

４３万円（基礎控除額） 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）※注７ 以下 
７割 

7.2 割 

（医療分 18,575 円） 

７割 

（子ども分 401 円） 

４３万円（基礎控除額）＋３１万円×被保険者数 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）※注７ 以下 
5 割 

５割 

医療分 33,170 円 

子ども分 669 円 

４３万円（基礎控除額）＋５７万円×被保険者数 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）※注７ 以下 
2 割 

２割 

医療分 53,072 円 

子ども分 1,071 円 

※注５ ４月１日時点(年度途中で７５歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世

帯が基準となります。 

※注６ ｢軽減対象所得金額｣とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満６５歳以上の方の公的年金については、｢公

的年金等収入－公的年金等控除額－特別控除額（最大）１５万円｣となります。また、事業専従者控除、分離譲

渡所得の特別控除は適用されません。 

※注７ 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち２人以上が、給与所得または公的年金等に係

る所得を有する場合に適用されます。また、下線部中の「給与所得者等の数」を算定する際は、給与所得控除

を 65 万円ではなく 55 万円で算定します。 

 
 



○後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方への軽減 

所得割額はかかりません。また、制度加入後２年間に限り均等割額が５割軽減※注８されます。 

なお、均等割額が７割(7.2割)軽減に該当する方は、７割(7.2割)軽減※注９が優先となります。 

 

 

 
 

◇保険料額の通知について 
 保険料額の詳細については、７月に送付予定の「令和８年度後期高齢者医療保険料額決定通知

書」でお知らせします。 

 

お問い合わせ先  

柳川市健康づくり課医療年金係    ☎０９４４－７７－８５０３ 

後期高齢者医療お問い合わせセンター ☎０９２－６５１－３１１１ 

 

 

 

※注８ ５割軽減後の保険料（医療分 ３３，１７０円、子ども分 ６６９円） 

※注９ ７割（７.２割）軽減後の保険料（医療分 １８，５７５円、子ども分 ４０１円） 


